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平成２６年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（平成２６年３月１１日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５８分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいまから、平成２６年歌志内市議会第１回定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、本日の会議

を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に３番湯浅礼子さん、７番本田加津子さん

を指名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

この定例会を、本日から３月２４日までの１４日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第３ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

阿部議会事務局長。

○議会事務局長（阿部幸雄君） 報告いたします。

この定例会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案２５件、定期監査及び財政援

助団体等監査報告１件であります。

次に、議長の報告でございますが、平成２５年第４回定例会以降、昨日までの議会動向につ

きましては、本日別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので、御了承願います。

また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記
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記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

報 告 第 １ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第４ 報告第１号定期監査及び財政援助団体等監査結果報告につ

いてを議題といたします。

この件については、提案説明を省略し、質疑に入りたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） １点だけお尋ねしたいのですけれども、４番目の監査の結果、これ以

前にも私質問したのですけれども、なお、改善・検討を要する軽易な事項についてはというこ

とで、口頭指導がされているようなのですけれども、この軽易な事項というのは大体、例えば

どんなことなのか。それで、こういう指導がされてても、去年から一昨年もそうなのですけれ

ども、同じような結果報告があるのですけれども、同じような指導が繰り返されてるというこ

とでしょうか、その辺はいかがですか。

○議長（山崎数彦君） 上田監査委員。

○監査委員（上田正昭君） そのとおりでございまして、ただ、軽微なもので何とか改善をす

るようにという指導で、もしそれができなければ、今度は指導から指摘事項として議会に報告

させていただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿 聡君） 今までとちょっと報告の様式が変わったというか、ちょっとつけ加え

られて、今、川野議員が言ったように、いろいろ昨年、その前から等、いろいろ口頭指導した

という話がされつつ、今回こういうふうに出てきているのですけれども、今までの報告でこの

公社のみの報告というのはなかったのですけれども、今回は今までと報告の仕方が違うと思う

のですけれども、これがなぜか教えていただきたいと思います。

二つ目なのですけれども、４番の監査結果ですね、この中に、指導してきた、取締役会議録

の不備や不整備ということが書かれているのですけれども、これいつごろから不備、不整備が

あって十分な機能がしてなかったのか、教えていただきたいと思います。

三つ目、事業収支の改善が急務となっていると書かれているのですけれども、財政状況は

やっぱりこれを見ると赤字ですよね。これまで市が公社にどれぐらい補助を出してきたのか、

総額どれぐらいになっているのか教えていただきたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 上田監査委員。

○監査委員（上田正昭君） 私のほうからは１番について御答弁させていただきまして、２
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番、３番につきましては、事務局長のほうから答弁させていただきます。

まず、今回の振興公社の監査といたしまして、一番大きな点といたしましては、市が唯一の

株主でありまして、市長、副市長、未特定の課長職が非常勤の代表取締役、監査役として役員

に選任されております。

ところが、会社法に定められております株主総会の権限、取締役の業務執行、監査役の権限

等が十分に果たされていないことから、その結果、定款、登記簿の不備など不適切な事務処理

が行われておりまして、また、これらのことが波及して大きな累積赤字の派生につながってい

るものと考え、今回の指摘としたわけでございまして、早急な経営の安定化、業務の適正化を

図らなければならない状況にあると考えております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 赤田監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（赤田敬一君） いつから指導してきているのかという質問でございます

が、振興公社の監査につきましては、平成２２年度から実施してきておりまして、定款等の不

備につきましては、この平成２２年度から指導してきております。

あとこれまでに市の補助金が幾ら支出されているかという点ございますが、その点について

はちょっと把握しておりません。

それと指摘事項の具体的な項目といたしましては、定款及び登記簿関係については、定款の

発行、株式総数が８４０株と登記簿の発行株式総数が５,８４０株というふうになっておりま

して、一致しておりません。また、取締役１名が登記されていなかったという点があります。

それから、役員の登記変更が、法律で定められている期間を大きく超えて登記されて行われ

たという点でございます。

それから、株主総会、取締役会議事録関係については、審議した内容について適切に記録さ

れていなかったということでございます。

あと事務取扱規定等につきましては、運営上必要とされる決済等に関する文書規定、それか

ら会計経理等に関する経理規定等が整備されていないということでございます。

あと株主取締役、監査役関係につきましては、先ほども代表監査委員からも話がありました

とおり、役割を明確にする社内規定等が整備されていないこと、また、業務課長など役職担当

者も配置されていないことから、業務執行における指揮・命令系統が不明確となっておりま

す。

財政状況につきましては、ここに記載のとおりでございまして、早急な改善が必要だという

内容でございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿 聡君） 定款登記簿等いろいろですよね、これ何でこんな不備が出てくるのか

というのは把握はされているのかお聞きしたいと思います。

公社でいろいろ今まで話しされている中で、取締役会は結構な頻度で開かれていると思うの

ですけれども、その全ての会議の議事録が不備でもうないということ、議事録がとってないよ

ということで承知していいのか、伺いたいと思います。

あと赤字が続いていて、市の補助金も恐らく結構入っていると思うのです。このまま運営が

なりたたなくなったりだとかとなると、最終的に全ての責任は歌志内で全て負うのか、誰が責

任を持つのか、どういうふうになっているのかお聞きしたいと思います。

経営がうまくいっていないのであれば、内面的に市の職員が入って、事務上の援助・指導を
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行って改善していく、こういういろいろ不備があるのであれば、きちんとそういうのを市の職

員が入って見てやるということはできないものかお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 上田監査委員。

○監査委員（上田正昭君） 定款等の変更とかそういうものにつきまして、先ほども申し上げ

ましたように取締役会なり、そういうものの権限なり、そういうものが十分発揮されておりま

せんので、こちらのほうとしては、そこまでの会議録の作成につきましては把握しておりませ

ん。

その理由といたしましては、平成１９年からチロルの湯に書類等を引っ越したことによっ

て、どこにあるか紛失なりしているというようなことも聞いておりますけれども、そこまでで

ございます。

それから、会議録につきましても、そういうような引っ越し等の関係で、書類等が紛失なり

しているということでございまして、平成２２年以降につきましては、新たに議事録を平成２

３年、２４年の今回の監査につきまして提出されておりまして、その内容について監査してい

るところでございます。

赤字運営上の責任ということでございますが、それは監査の範疇でございませんで、それは

株主なり、そういうようなところの出資している団体、株主等、市なり、そういうところが考

えることでございまして、ただ、先ほども申し上げましたように、それらの改善策なりを出さ

なければならないのではないかというような考え方を持っております。

人事関係につきましては、市の職員の関係でございますので、監査の及ばないところではな

いかと思いまして、そこまでは立ち入っておりません。

○議長（山崎数彦君） ほかに、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これで、報告第１号は報告済みといたします。

市 政 執 行 方 針 演 説

○議長（山崎数彦君） 日程第５ 市政執行方針演説を行います。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

おはようございます。

平成２６年第１回定例市議会の開会に当たり、新年度の市政執行に臨む私の所信と施策の大

綱について申し上げ、市議会議員並びに市民の皆様に御理解と御協力をお願いするものであり

ます。

はじめに、市長就任以来、多くの皆様の御支援と御協力を賜り、人と人とのつながりを大切

にする協働のまちづくりに取り組んでまいりました。

今後も、決意を新たに誠心誠意、市政運営に努めてまいります。

さて、我が国では、震災からの復興はもとより、急速に変化する国際社会への対応や持続的

な経済成長の実現などが求められる中、経済の再生に向けてさまざまな政策が打ち出され、景

気が穏やかな回復を見せておりますが、地方ではいまだ実感するには至っておらず、今後、地

域経済への波及に期待をするところであります。

一方、本市におきましては、危機的財政状況からの脱却を果たしたものの、依然、地方交付
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税に大きく依存する財政構造に変わりはなく、安定的かつ持続可能な財政運営の確立と人口減

少対策を最重要課題として、限られた財源で最大の効果を上げるため、「選択と集中」による

施策の実行とともに、ともに支え合う地域社会の実現と子供から高齢者まで、全ての市民が小

さくても住んでいてよかったと実感できるまちを目指し、全力で取り組む所存でありますの

で、よろしくお願い申し上げます。

次に、平成２６年度に取り組む主要施策の大綱について申し上げます。

第１は、「市民と協働で創るまち」であります。

地方分権が拡大される中、国におきましては、第二期地方分権改革が推し進められており、

分権型社会の実現を目指し、地方においては、自主性と個性を活かした自立が求められており

ます。

このため、引き続き、基礎自治体としての役割を十分認識し、真に必要とする市民サービス

の向上と多様な行政ニーズの把握に努めるなど、より多くの市民との対話を進め、市民主体の

まちづくりに取り組んでまいります。

広報広聴活動につきましては、広報うたしないをより親しみやすい紙面にするため、広報モ

ニターからの御意見を反映するなど、見やすさ・読みやすさに配慮しながら紙面編集の工夫に

努めてまいります。

また、市の公式ホームページは、より早い情報提供の手段として、情報更新のスピード化と

的確な情報発信に取り組んでまいります。

なお、市民ニーズの把握と行政情報の共有化などを目的に開催する、地区別市政懇談会や町

内会連合会との情報交換会、小中学生や各種団体との懇談会など、引き続き市民と直接対話す

る機会を設けてまいります。

次に、我が国の平和な未来を築くための取り組みとしましては、恒久平和を願う啓発活動を

推進し、市民の平和に対する意識の高揚を図ってまいります。

第２は、「活力と魅力あふれるまち」であります。

アベノミクス効果により国内景気が回復傾向にある中、本市の商工業者を取り巻く状況下に

は明るい兆しを見ることはできず、非常に厳しい経営を余儀なくされております。

このため、経営安定化と業績向上に向け、商工会議所との強い連携のもと各種情報提供に努

めるとともに、企業間での情報交換を促進するための組織づくりに取り組むなど、地域に根差

した産業の育成を図ってまいります。

鉱業の振興につきましては、原子力発電の先行きが見通せない中、安定した操業を続けてい

る空知炭礦グループによる露頭炭採掘事業のさらなる継続に向け、関係機関と連携し支援して

まいります。

農業の振興としましては、昨年ハウスを拡張した葉野菜の水耕栽培事業が順調に推移してお

り、今後は市内での販売を含め近郊のスーパー等への出荷量がふえることで、より市民に親し

まれる特産品として普及することに期待するとともに、土産品など観光事業との連携に向け取

り組んでまいります。

また、新たな農業分野として注目されている薬用作物の栽培について、関係機関からの情報

収集に努め、本市における事業化の可能性について研究してまいります。

なお、新産業創造等事業の助成制度により事業化した水晶デバイス開発事業や室内パークゴ

ルフ事業、高齢者向け住宅運営事業は、それぞれ順調に推移しており、今後も新たな雇用創出

を含め安定した事業展開に期待をしております。

次に、観光事業につきましては、指定管理者制度により運営している観光施設等は、引き続



─ 14 ─

き民間の持つノウハウを導入しながら、より利用者から親しまれる施設運営に取り組まれるよ

う要請してまいります。

また、老朽化に伴い利用面で支障が生じてきている施設につきましては、今後のあり方を含

め検討してまいります。

株式会社歌志内振興公社が経営するチロルの湯につきましては、リニューアル効果による経

営の安定化と、利用者の皆さんから親しまれる施設としての利便性の向上が図られることを期

待しております。

労働行政の推進につきましては、市内における雇用情勢が引き続き厳しい状況にある中、関

係機関連携のもと雇用創出に向けた各種支援制度等の情報提供に努めてまいります。

定住化対策としましては、新たに「ちょっと暮らし体験推進事業」に取り組むとともに、こ

れまでの住宅建設助成金制度の内容を見直し、定住促進条例を制定し、東光団地の分譲促進を

初め、市内の定住促進を図ってまいります。

また、北海道移住促進協議会主催による首都圏で開催される「北海道暮らしフェア」に引き

続き参加し、移住定住に関する事業などのＰＲに努め、移住のきっかけづくりとなるよう、関

係機関等と連携を図りながら進めてまいります。

なお、定住化を積極的に推進するため、庁内に検討委員会を設け対策を講じてまいります。

地域間交流の促進につきましては、各種大会やイベントなど地域活動を実践する市民有志に

よる各種団体等を支援し、より一層地域間の結びつきと交流人口の拡大を進め、地域活性化に

結びつけてまいります。

第３は、「健康で心ふれあうまち」であります。

地域福祉の推進につきましては、「歌志内市地域福祉計画」の基本理念であります、気遣

い、心遣い、向こう三軒両隣に基づき、市民の主体的な参加と事業所、行政の協働のもと安心

して暮らせる福祉のまちづくりを目指してまいります。

本年度は、地域活動の取り組みにおいて、活動のリーダーや取りまとめ役の養成が重要であ

ることから、地域福祉活動を担う人材の発掘と育成に関する事業を行ってまいります。

高齢者福祉の推進につきましては、高齢者の皆さんが住みなれた地域で安心して生活が続け

られるよう、地域包括ケアの考え方に基づき、引き続き高齢者の立場に立った視点で支援して

まいります。

また、介護教室は、より一層、介護の知識と技術が地域に普及・浸透されるよう、開催回数

をふやして実施してまいります。

養護老人ホーム楽生園につきましては、社会福祉法人ほく志会へ施設譲渡を行い、創意工夫

を活かした民間活力による充実したサービス提供に期待をしております。

児童福祉の推進につきましては、「歌志内市次世代育成支援対策地域行動後期計画」に基づ

き、次代を担う子供が健やかに生まれ、育てられる環境の整備を図ってまいります。

また、「子ども・子育て関連三法」に基づき実施した子育てニーズ調査の結果などを踏ま

え、新制度に向けた「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、教育委員会との連携のもと、

推進体制等の整備を進めてまいります。

障がい者福祉の推進につきましては、障害者総合支援法及び「第３期歌志内市障がい福祉計

画」に基づき、障がいのある人が自立して生きがいを持ち、安全で安心して暮らすことができ

るよう、各種サービスの提供を推進してまいります。

次に、保健行政の推進につきましては、「歌志内市健康増進計画」に基づき、予防対策事業

及び健康づくり事業を推進してまいります。
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特に、健康寿命の延伸を中心課題ととらえ、生活習慣病の発症予防や重症化予防対策を引き

続き推進するため、２０歳から３０歳代の健康診査や２次検診としてブドウ糖負荷試験等を継

続実施するほか、後期高齢者医療制度の被保険者に対する健康診査料を本年度から無料化して

まいります。

また、各種がん検診につきましては、働き盛りのがん検診推進事業を継続し、受診の促進と

異常の早期発見に努めてまいります。

さらに、感染予防対策としまして、現在国では、水痘及び高齢者を対象とした成人用肺炎球

菌の二つのワクチンについて、市町村が行う定期予防接種に加える方針を明らかにしており、

本年秋の実施を目指していることから、国の動向などを注視しながら、実施体制を整備してま

いります。

母子保健対策につきましては、妊産婦の健康管理と乳幼児の健やかな成長のため、健康診査

をはじめとする各種保健事業を推進し、安心・安全な出産を確保するとともに、子育て世帯の

経済的負担の軽減を図るため、妊婦一般健康診査の助成を継続実施してまいります。

次に、病院事業につきましては、病院運営の指針としております「歌志内市立病院経営健全

化計画」を基本に、不良債務を発生させないよう経営の健全化に一層努力してまいります。

なお、国の新たな公立病院改革ガイドラインが本年度中に策定されますが、本市におきまし

ては、これまでの計画を継続し、健全な病院経営に向けた取り組みを行ってまいります。

また、医療体制につきましては、現状の医師及び診療体制を確保し、安定的な医療の提供に

努めてまいります。

次に、国民健康保険事業につきましては、特定健康診査の受診費用を無料化し、受診しやす

い環境を整備することにより受診率の向上を図ってまいります。これにより、疾病の早期発

見、早期治療につなげ、被保険者の健康の保持・増進及び医療費の抑制を図り、事業の健全な

運営に努めてまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、運営主体の北海道後期高齢者医療広域連合と連携し

て、被保険者が安心して医療が受けられるよう、制度の円滑な運用に努めてまいります。

また、子どもの医療費助成につきましては、子育て世帯の経済的負担を軽減し、次代を担う

子どもたちの保健の向上と健やかな育成を図るため、中学３年生までの医療費完全無料化を継

続してまいります。

第４は、「快適でやすらぎのあるまち」であります。

市民の快適な生活空間となる道路や河川につきましては、日常的なパトロールを行い市民の

安全確保に努めるとともに、適宜維持修繕を行ってまいります。特に冬期間は降雪状況や沿道

の堆雪状況を把握しながら適切な除排雪を行い、歩車道の確保に努めてまいります。

道路整備事業につきましては、中空知広域水道企業団が計画する配水管の布設工事にあわ

せ、本町川沿線及び歌神地区火葬場線の改良工事を行うとともに、神威地区山手線と中村５号

線の局部改良工事を行ってまいります。

橋りょう改修につきましては、文珠地区ふれあい公園内を縦貫する自転車道ふれあい橋の橋

面改修、神威児童センター前の人道橋の改修を行ってまいります。

また、夜間の防犯対策などに欠かせない防犯灯については、大曲団地内をＬＥＤ化とし、今

後、計画的に防犯灯のＬＥＤ化を進め、省エネルギー化と環境負荷の低減を図ってまいりま

す。

次に、治山事業につきましては、引き続き北海道小規模治山補助事業として三坑の沢の水路

工事を実施するとともに、災害の未然防止のため、小規模治山事業の調査を行ってまいりま
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す。

また、河川事業につきましても、引き続き若鍋川の河川改修工事を実施してまいります。

次に、市営住宅の整備事業につきましては、「歌志内市公営住宅等長寿命化計画」に基づ

き、老朽化住宅の解体除却や住宅の集約を推進するとともに、定住化対策の一環として既存空

戸住宅を魅力ある住宅へ改修整備してまいります。

また、市営住宅の解体除却は、歌神一区の縦割り住宅２棟８戸及び神威桜沢地区の縦割り住

宅１棟６戸、歌神地区は第二団地７棟２８戸を行い、全体で１０棟４２戸の老朽化住宅の解体

を実施してまいります。

次に、改修事業としましては、文珠本通り地区の２棟１２戸の屋根の無落雪化を引き続き行

うとともに、本町地区２棟１６戸及び文珠団地１棟８戸の屋根塗装工事についても進めてまい

ります。

さらに、住環境を支える市営住宅や公共建築物について、良好な住環境を形成するため、市

営住宅の用途廃止や集約、老朽化施設の建てかえなど、市民ニーズを把握しながら住環境整備

の方針を定める「住生活基本計画」を策定し、住み続けたいと思える住環境整備の方針を定め

てまいります。

上水道事業につきましては、中空知広域水道企業団の管理のもと、安全で安定的な水道水の

供給が確保されるよう努めてまいります。

下水道事業につきましては、水洗化促進と施設の維持管理を行っており、計画区域内の全戸

数に占める水洗化率は、平成２５年１２月末現在９０.３％で２,３９７戸となっております。

本年度も住環境の快適性の向上を図るため、未整備住宅への水洗化促進に努めてまいります。

環境衛生事業の推進につきましては、ごみの不法投棄や不適正排出の防止を図るため、看板

の設置や広報紙・巡回による啓発を行い、環境美化に努めてまいります。

また、資源回収奨励金の交付単価を引き上げ、資源回収団体の活動を支援することにより、

資源物の回収を促進するなど、市民、地域、団体等と協働で、ごみの減量と再資源化を推進し

てまいります。

可燃ごみの処理につきましては、本市に建設された中・北空知廃棄物処理広域連合の焼却施

設において円滑に適正処理されるよう広域連合等と連携を図るとともに、広域連合から受託し

た焼却灰を処理する専用施設として、東光最終処分場を適正に管理運営してまいります。

し尿の処理につきましては、平成２７年４月からの石狩川流域下水道処理施設での共同処理

に向けて、関係市町等と連携し準備を進めるとともに、共同処理の開始により、砂川地区保健

衛生組合からの受託処理を含め、衛生センターでのし尿処理を終了してまいります。

次に、消防行政の推進につきましては、昨年、住宅火災が１件発生いたしましたが、引き続

き市民一人ひとりの防火意識の高揚に努め、無火災を目指してまいります。

救急業務につきましては、昨年の救急出場件数は３２１件で、搬送人員の約７４％が６５歳

以上の方となっており、高齢化が進む中、さらなる救命率向上のため、救急隊員の教育研修に

努めるとともに、市民を対象とした普通救命講習の充実を図り、応急処置の普及啓発を推進し

てまいります。

また、消防車両につきましては、消防活動に即応するため、老朽化した「広報搬送車」を更

新してまいります。

なお、消防の広域化につきましては、「北海道消防広域化推進計画」に基づき、引き続き協

議してまいります。

次に、防災対策につきましては、市民の生命と財産を守るため「歌志内市地域防災計画」の
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見直しを行い、防災・減災意識の高揚と自主防災活動の普及啓発に努めるとともに、災害時の

備蓄体制を構築するため、計画的に避難者用の毛布や非常食などの備蓄を進めてまいります。

防犯対策につきましては、高齢者や子供を見守る自主防犯活動に取り組む諸団体をはじめ、

関係機関との連携を密にし、地域防犯体制の強化に努めてまいります。

交通安全の推進につきましては、交通事故のない安全なまちづくりを進めるため、関係機

関・団体と連携した交通安全運動及び啓発活動を通じ、交通安全意識の高揚と交通マナーの向

上に努めるとともに、交通事故抑止に向けた対策を推進してまいります。

消費者行政の推進につきましては、複雑・巧妙化する悪質商法や振り込め詐欺などの消費者

被害の未然防止と被害相談等の迅速な対応を図るため、関係機関・団体との連携を強化し、消

費者保護に努めてまいります。

第５は「豊かな心を育む教育と文化のまち」であります。

今日の少子・高齢化の進行、グローバル社会並びに高度情報化社会の進展など、社会・経済

情勢が急速に変化する中、教育を取り巻く環境は経済再生と並ぶ日本の最重要課題でありま

す。

近年、深刻な社会問題となっているいじめ問題や教育委員会制度の見直し、６・３・３・４

制のあり方等、多くの教育課題が山積し、教育の大きな転換期を迎えております。

本市におきましても少子化が進む中において、心豊かでたくましく「生きる力」を持ち、自

己形成や社会の一員としての人づくりを進めるためには、学校教育・社会教育の充実、家庭・

地域社会の教育力の向上が重要であります。

このため、学校教育においては、児童生徒の人権や命の尊厳の指導を最優先に、確かな学

力・豊かな人間性・健やかな体、「生きる力」を育み、学校・家庭・地域が連携を図り、児童

生徒の安全・安心の確保と信頼される学校づくりを進め、子どもたちを支える教育環境の充実

に努めてまいります。

また、保護者の経済的負担の軽減を図るため、給食費などの一部負担や高等学校等就学支援

金制度を継続してまいります。

社会教育につきましては、「第６次歌志内市社会教育中期計画」に基づき、家庭、青少年、

成人・高齢者教育、文化・芸術、スポーツレクリエーション事業を進めるとともに、社会教育

施設等につきましては、効率的かつ効果的な管理運営に努めてまいります。

以上、私からは概略を説明いたしましたが、教育行政の具体的な施策につきましては、別

途、教育長から教育行政執行方針の中で述べることといたします。

第６は、「市政を推進するために」であります。

地方分権の推進により地域の自主性及び自立性を一層高めることが求められております。

このため、さまざまな行政課題や多様化・高度化する市民ニーズに応えるべく、市民の目線

で考え行動できる職員の育成と意識改革を進めてまいります。

また、本市の財政運営としましては、財政健全化判断比率の動向に留意しながら、限られた

財源の有効活用に努め、財政の安定化を推進してまいります。

広域行政の推進につきましては、中空知広域市町村圏組合による圏域振興に向けた各種事業

に参画するともに、滝川市と砂川市を中心市とする「定住自立圏構想」の実現に向け、構成市

町との連携を図りながら協議を進めてまいります。

情報化に関する取り組みとしましては、住民サービスの向上及び行政運営の安定化と効率化

を図るため、必要なシステム機器の更新を進め、維持管理に努めてまいります。

また、社会保障・税番号制度については、平成２８年１月からの利用開始に向け、関連シス
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テムの改修を行ってまいります。

以上、平成２６年度の市政執行に臨む私の決意と、主要な施策の大綱を述べさせていただき

ました。

むすびに、我が国においては、長引く景気低迷から脱するための足がかりとして、数々の矢

を放ち、経済の再生に向けさまざまな政策が打ち出され、穏やかに景気回復への兆しが見えつ

つありますが、消費税率の引き上げなどにより先行きの不透明感に変わりはなく、依然、私ど

も小規模自治体を取り巻く環境も厳しい情勢が続いております。

このような中、本市おきましては、市民が将来とも誇りを持てる地域づくりが求められてお

ります。

このため、市民の皆様の限りない英知と行動を集結しながら、人と人とのつながりを大切に

する「協働のまちづくり」を進め、第５次歌志内市基本構想に掲げる、「いきいきと、みんな

で創る心ふれあうまち」の実現を目指し、現状に満足することなく誠心誠意取り組む決意であ

ります。

議員各位並びに市民の皆様には、今後とも一層の御理解とあたたかい御支援を賜りますよう

お願い申し上げ、平成２６年度の市政執行方針といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、教育行政執行方針演説を行います。

森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） －登壇－

おはようございます。

平成２６年第１回定例会の開会に当たり、教育行政の執行方針について申し述べます。

はじめに、今日、我が国は震災からの復興、デフレからの早期脱却のために歩み続けている

一方、世界情勢の変化など不安定な要因もあり、日本の社会情勢は大きく変化し続けていま

す。

こうした中、世界の中の日本人として、強く生き抜く力を持った人材の育成が求められてい

ます。

そのため、次代を担う子供たちに「生きる力」を育むための教育活動を進めることが不可欠

であります。

本市においては、今後の教育の動向を注視しながら、これまでの実践を基盤として、学校教

育においては空知管内教育推進の基本方針をもとに、郷土の地域特性を生かし、幼小中一貫教

育を推進するとともに、学校・家庭及び地域の連携を図ることにより「生きる力」の育成に努

めます。

また、社会教育においては、第６次歌志内市社会教育中期計画に基づき、すべての人々が生

きがいを持ち、心豊かで健やかな生活を営むことができるよう、生涯にわたって学習すること

ができ、学んだ成果を生かすことのできる生涯学習社会の実現に努めます。

教育は「人づくり」であるという原点に立ち取り組みを進めます。

次に、主な施策について申し上げます。

第１は「学校教育の充実」であります。

グローバル社会や少子高齢化の中で、これからの日本人として誇りを持ち、さらに大きく変

化していくであろう２０年後、３０年後の社会をしっかりと生き抜く力を養うために、確かな

学力、豊かな人間性、健やかな体を兼ね備えた「生きる力」、知・徳・体をバランスよく育て

ることが大切です。
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そのため、学習指導要領の趣旨を十分踏まえた教育活動を進め、幼・小・中の連携を重視

し、工夫と改善に努め、地域との一体感を醸成させ、幼・小・中・地域合同大運動会を実施す

るなど、地域との絆や開かれた学校づくりの推進に努めてまいります。

また、幼稚園と大学の連携により、国際交流の推進や大学訪問、さらには未就学児の減少に

よる今後の幼稚園教育のあり方について検討してまいります。

学校給食につきましては、引き続き一部負担を実施するとともに、消費税率の引き上げや食

材価格の上昇による値上げ分についても、保護者負担を据え置きとするほか、昨年度から新た

に設けた高等学校等就学支援金制度を継続するなど、児童生徒を持つ家庭の負担軽減に努めて

まいります。

一方、小・中学校における施設整備につきましては、児童生徒用トイレの洋式化を引き続き

計画的に実施するとともに、ＩＣＴ機器の充実を図り、快適な学校施設の整備に努め、学習環

境の向上を目指します。

さらには、学校の教育活動その他の学校運営状況について、学校関係者評価等を通して、そ

の結果を保護者、地域に公表しながらよりよい学校運営の改善につなげてまいります。

以下、次の３点を「学校教育推進の重点」といたします。

（１）信頼される学校づくりの推進。

今、学校は幼児や児童生徒・保護者・地域から、信頼を求められています。学校が信頼され

るためには、第１に危機管理能力、第２に学校力、そして第３に教師力の向上が必要不可欠で

す。

学校は、心身ともに安心して過ごせる環境でなくてはなりません。子どもたちが最優先に尊

重され、自分の居場所があることが大切であり、そのため教職員による環境整備に努めてまい

ります。

特に、昨今問題化している「いじめ」については、昨年、新たに施行された「いじめ防止対

策推進法」に基づき、各学校において「いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針」を

策定し、子どもの人権・命の尊厳の視野に立ち、決して見逃さず、迅速で適切な対応をとり、

同時に家庭・関係機関とより密接な連携を図ってまいります。

そのため、すべての教職員が信頼と協働に基づき、みずから工夫と改善を図り、組織的に学

校を支え、「すべては、子どものために」の視点に立って、自分の学校を高める意識を向上さ

せるよう努めてまいります。また、教職員の服務規律の遵守を徹底してまいります。

教師はみずからの教師力を高めるべく意欲的に自己の研鑽に努め、一人ひとりに愛情を注

ぎ、教師としての責任感や使命感を持って、子どもの心にある「やる気」に火をつけさせるこ

とが重要です。

そういった学校の中で、自主性や忍耐力、連帯感や社会性を培い、弱者や自然に対する優し

さと思いやりの心を大切にして相手の立場を理解します。よりよい生き方を追求するため、豊

かな人間性を築くためにも、信頼される学校づくりに努めてまいります。

（２）一人ひとりに寄り添う教育の充実。

幼児や児童生徒に基礎的・基本的な知識や技能を確実に身につけさせる学習内容を指導計画

に位置づけるとともに、個に応じた指導を充実します。

また、身につけた知識や技能を活用し、自ら考え判断し、表現する力を育成するため、体験

的・問題解決的な学習を重視し、子供の思考の道筋を生かした自主的・自発的な学習意欲を養

い、学力向上に努めます。

「学力」とは、学ぶ力。その学ぶ力を引き出すのは、中心となる学校の授業です。みずから
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学ぶ力がつけば、おのずと学力は向上するものです。幼児や児童生徒に魅力あふれる学習の動

機を与え、自らの目標を立て、やればできるという自己肯定感や成功体験から自信を持たせる

教育を目指します。

具体的には、今年度も文部科学省の「全国学力・学習状況調査」を実施し、その結果を活用

して指導力向上を図る授業研究を進め、「わかる授業」を追求します。

特に、幼稚園、小学校での国際教育を充実するとともに、正しい日本語や語彙の使い方等を

指導する学習を推進してまいります。

さらに、放課後活動や長期休業を活用し、個に応じたきめ細かな指導と評価を工夫するとと

もに、学習サポートの実施を図り、一人ひとりのよさや自己表現できる出番を与え、そして励

まし、自分らしさを大切にできる学習指導を推進してまいります。

（３）生命を尊び自らを鍛え、健康で安全な生活習慣教育の推進。

「あいさつ」「けじめ」「思いやり」を標語として幼児や児童生徒に、生命の尊さや心身の

健康の大切さを認識させるとともに、自らの健康づくりに取り組む意欲と実践力を通じて、

「人間力」を育みます。このため、健康保持・増進の学習、安全に関する意識を高める指導計

画の工夫を行い、適切かつ確実に教育を行います。特に、共生社会の構築を目指す「インク

ルーシブ教育」の理念に基づき、一人ひとりのニーズに応じた特別支援教育を推進してまいり

ます。

また、体力は学力に比例し、「しなやかさ」「巧みさ」「力強さ」「ねばり強さ」があり、

そして人間にとって一番大切な「生きる活力」です。このため「全国体力・運動能力・運動習

慣等調査」の調査結果に基づき、幼・小・中一貫教育の中で、プログラムを策定し、体力向上

を推進してまいります。

さらに本市の地域特性を活かした、幼稚園児からのスキー学習の実施や、「フッ化物洗

口」、「食育指導」を継続することにより、体力・運動能力の向上、健康保持・増進への正し

い知識と、望ましい生活習慣を身につけさせる指導を推進してまいります。

第２は「社会教育の充実」であります。

近年の社会情勢は、めまぐるしく変化し、人々の意識や価値観が多様化する一方、自治体を

取り巻く厳しい環境に変わりはありません。

その中にあって、市民一人ひとりが生きがいやゆとりを持って人生を送ることができるよう

な生涯学習社会の実現に対する期待は、ますます大きくなってきております。

このような状況の中で、施設の管理・運営を含めた諸施策並びに各種事業の実施には、目的

と効率性を重視しつつ、第６次歌志内市社会教育中期計画に基づく諸施策を進め、市民の要望

や課題を把握し、学習意欲に応えるべく努めてまいります。

また、地域の絆を深めつつ、地域の教育力の活性化を図るため、学校支援地域本部事業など

を推進してまいります。

以下、次の３点を「社会教育推進の重点」といたします。

（１）家庭の教育力向上と子育て支援の促進、体験活動による青少年健全育成の推進。

家庭においての教育力向上は、全国共通の大きな課題であり、子供の学力や体力の向上に直

接影響を及ぼします。子育ては、家庭が子供に与える有形、無形の愛情と、人間の発達段階に

対する正しい理解が必要不可欠なことから、今年度も家庭教育に関する学習機会を推進してま

いります。

また、子育てに関して、各家庭が抱える問題は一様ではなく、育児や思春期の指導はもとよ

り、親自身のストレスからくる不安を感じる保護者がふえています。このため、子育てがしや
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すい環境づくりや、地域ぐるみの健全育成に努めるなどの支援を行ってまいります。

青少年に対しては、基本的な生活習慣や社会性を身につける取り組みとして、宿泊体験や、

プロスポーツ観戦を行い、本物を見て夢や憧れを持たせる社会体験を実施してまいります。

加えて、青少年センターを中心とした関係機関、団体等との連携を図り、子どもの安全確保

や非行防止に努めてまいります。

（２）成人・高齢者の学びの環境整備及び郷土財産の有効利用と保存・継承。

成人や高齢者が文化・芸術などの学習活動に参加することは、地域の活力を高め、郷土の歴

史を継承するとともに、各種施設の有効利用にも極めて重要であります。しかしながら成人層

は、家事や就業に追われるなど時間的余裕や活動への精神的余裕がなかなか持てず、社会への

参画が少なく、自己研鑽も思うようにならない状況にあります。

一方、健康で学習意欲が旺盛な多数の高齢者が見られる反面、自宅に閉じこもりがちな高齢

者もいるなど、個人差が大きい傾向にあります。このため、学習活動に生きがいを持ち、地域

の絆を一層深めることができるよう、図書館と公民館の連携を検討し、有効活用を促進させ、

学び環境の充実を図ってまいります。

さらに、学校教育活動との連携や、サークル活動の活性化、郷土館や旧空知炭鉱倶楽部など

の郷土財産の保存・継承と、有効な利用に努めてまいります。

（３）生涯スポーツの振興と健康づくりの促進。

全面改正されたスポーツ基本法では、前文に「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ

とは、全ての人々の権利」と明記され、国及び地方公共団体などの責務が明らかにされまし

た。

本市においては、各種情報の提供や、気軽に参加できる行事などを通じて、みずから健康づ

くりをする意識の醸成を積極的に進め、誰もがいつでもスポーツに親しむことができるよう、

世代に応じたスポーツ活動の充実に努めるなど、生涯スポーツの振興に取り組んでまいりま

す。

また、地域の特性を生かしたスポーツを活性化していく上で、スキーを青少年に奨励し、多

くの経験を重ねる機会を設け、さらには、老朽化した市営プール・体育館等の今後のあり方を

検討してまいります。

以上、教育行政に臨む私の決意を申し述べましたが、いずれの取り組みもその目指す先に

は、子どもたちの未来があり、私たちの社会の未来があります。

新しい時代を拓く力強い創造性あふれる人材の育成に向けて、関係機関及び教育諸団体との

密接な連携を保ち、教育・文化の振興に最善を尽くす所存であります。

市議会を初め市民の皆様の教育行政に対するより一層の御理解と御協力を心からお願い申し

上げ、平成２６年度の教育行政執行の方針といたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これをもって、市政執行方針及び教育行政執行方針演説を終わりま

す。

なお、市政執行方針及び教育行政執行方針を含む一般質問は、１３日、１４日、１７日を予

定しております。

暫時休憩いたします。

午前１１時０８分 休憩

────────────────

午前１１時１６分 再開
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○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて会議を再開します。

議 案 第 １ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第６ 議案第１号歌志内市定住促進条例の制定についてを議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第１号歌志内市定住促進条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、市内への定住を奨励するための措置を講じることにより定住人口の増加を図

り、もって市の活性化に寄与するため、この条例を制定しようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市定住促進条例。

第１条は、目的を定めるものでございます。

この条例は、歌志内市の定住人口の増加を図るため、定住を奨励するための措置を講じ、

もって市の活性化に寄与することを目的とするものでございます。

第２条は、条文中の用語の定義であります。

第３条は、奨励金の内容について規定しております。

自らが居住する住宅を新築または中古住宅を購入し、かつ５年以上定住を確約する者に対

し、住宅建設等奨励金を交付するものであります。

区分、該当要件、奨励金額は別表に示しておりますので、別表をごらん願います。

区分の新築でありますが、定義にもありますように、新築には建てかえ、建売住宅を含むも

のであり、居住部分の床面積が５０平方メートル以上の住宅が該当となります。

基本要件としまして、住宅を新築した場合の奨励金額は１００万円であります。

加算要件１としまして、市内建設業者に発注または市内建設業者より購入した場合１００万

円を加算いたします。

加算要件２としまして、新築した住宅が二世帯住宅の場合５０万円を加算いたします。

加算要件３としまして、市内に所在する住宅を市内建設業者により解体撤去をして新築した

場合、解体撤去費用の２分の１以内、５０万円を限度として加算いたします。

区分の中古住宅でありますが、居住部分の床面積が５０平方メートル以上で、過去に居住の

用に供された住宅が該当となります。奨励金額は購入費用の２分の１以内、５０万円を限度と

して交付するものであります。

第４条は、奨励金の適用除外について規定しております。

この条例による奨励金の交付を受けている者、相続、贈与で住宅を取得したとき、公共事業

に伴う移転補償により住宅を新築または購入する者、住宅が関連法令等に違反するもの、世帯

員の中で市税を滞納している者に該当する場合には奨励金は交付いたしません。

第５条は、奨励金の申請及び決定について。

第６条は、奨励金の交付について規定しております。

第７条は、奨励金の返還について規定しております。

奨励金の交付を受けた者が、交付を受けた日から５年未満で転出、もしくは転居した場合、

ただし生計同一者が引き続き居住する場合は除きます。
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または、同じく５年未満で譲渡、貸与した場合や、提出した書類に偽り、その他不正があっ

た場合、その他、市長が相当と認める場合、奨励金を返還しなければならないものでありま

す。

なお、死亡した場合や自己都合によらず、やむを得ない事情により転出、転居した場合は申

請により減免することができる規定となっております。

第８条は、奨励金を受ける権利の譲渡の禁止。

第９条は、委任の規定でございます。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

条例予算等審査特別委員会の設置及

び委員の選任について

○議長（山崎数彦君） お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第１号については、議長を除く７名の委員による条例予

算等審査特別委員会を設置して、これに付託の上、会期中の審査にしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、本件については、７名の委員の条例予算等審査特別委員会に付託の上、会期中

の審査に付することに決定いたしました。

お諮りいたします。

ただいま設置されました条例予算等審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

７条第１項により、議長を除く７名の委員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

ただいま指名いたしました７名の議員を条例予算等審査特別委員会委員に選任することに決

定いたしました。

議 案 第 ２ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第７ 議案第２号歌志内市議会の議決事件に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第２号歌志内市議会の議決事件に関する条例の一部を改正する条例の制定について御提
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案申し上げます。

提案理由は、定住自立圏形成協定の締結等について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第２項の規定に基づく議会の議決に付すべき事件に加えるため、条例の一部を改

正しようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市議会の議決事件に関する条例の一部を改正する条例。

歌志内市議会の議決事件に関する条例（昭和５９年条例第３７号）の一部を次のように改正

する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の１ページを

ごらん願います。

第２条に次の１号を加える。

第２号、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通

告すること。

これは現在中空知圏域の市町による新たな広域連携の取り組みとして検討されている定住自

立圏構想について、去る１月１５日、同制度に基づき滝川市と砂川市により、腹案型の中心市

宣言が行われ、今後圏域における定住自立圏を形成するため協議が進み、連携項目などについ

て中心市と形成協定を締結していくなどの手続が必要となります。

このため、今後、協議進行の上、形成協定を締結する際、国の定住自立圏構想推進要項で定

める議会の議決が必要となることから、地方自治法第９６条第２項に基づく、議会に付すべき

事件として加えるため条例の一部を改正するものであります。

附則。

この条例は、交付の日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります・

これより、議案第２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ３ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第８ 議案第３号歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－
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議案第３号歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、持続可能な財政運営を進めるため、議会の議員報酬の額並びに特別職の職員及

び教育長の給料の縮減率を圧縮した上で、当分の間、縮減措置を延長しようとするものでござ

います。

次ページの本文に参ります。

歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２ページを

ごらん願います。

（歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）。

第１条、歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第３３

号）の一部を次のように改正する。

附則第３項中「平成２５年４月１日」を「平成２６年４月１日」に改め、同項第１号中「２

８万２,０００円」を「２９万８,０００円」に改め、同項第２号中「２５万円」を「２６万

５,０００円」に改め、同項第３号中「２３万円」を「２４万３,０００円」に改める。

（歌志内市特別職の職員の給与等の支給に関する条例の一部改正）。

第２条、歌志内市特別職の職員の給与等の支給に関する条例（昭和２９年条例第３９号）の

一部を次のように改正する。

附則第５項中「平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に限り」を「平成２

６年４月１日から当分の間」に改め、同項第１号中「６６万４,０００円」を「７０万５,００

０円」に改め、同項第２号中「５７万３,０００円」を「６０万７,０００円」に改める。

（歌志内市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正）。

第３条、歌志内市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（昭和３１年条例第

３０号）の一部を次のように改正する。

附則第３項中「平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に限り」を「平成２

６年４月１日から当分の間」に、「月額５２万７,０００円」を「月額５５万８,０００円」に

改める。

これは提案理由で御説明したとおり、持続可能な財政運営を進めるため、特別職報酬等審議

会の答申結果を踏まえて、議会議員の議員報酬の額並びに特別職の職員である市長及び副市長

と教育長の給料の縮減率を圧縮した上で、当分の間縮減措置を延長しようとするものでござい

ます。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、先ほど設置されました条例予算

等審査特別委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。
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したがって、議案第３号については、条例予算等審査特別委員会に付託することに決定いた

しました。

議 案 第 ４ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第９ 議案第４号歌志内市職員給与条例等の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第４号歌志内市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案理由は、歌志内市職員の給与について、未実施だった人事院勧告の給与制度を実施し、

併せて関係条文を整備しようとするものでございます。

なお、未実施だった人事院勧告の給与制度につきましては、これまで職員給与の独自削減の

実施により未実施でありましたが、本年４月からの職員給与の完全復元とあわせて、この未実

施分を実施しようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市職員給与条例等の一部を改正する条例。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の８ページか

ら１６ページまでごらん願います。

（歌志内市職員給与条例の一部改正）。

第１条、歌志内市職員給与条例（昭和２９年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第６条、第３項中「５５歳」の前に「前項の規定にかかわらず、」を加え、「に関する前項

の規定の適用については、同項中「４号俸」とあるのは、「２号俸」」を「の第１項の規定に

よる昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に

良好である場合に行うものとし、昇級させる場合の昇級の号俸数は勤務成績に応じて規則で定

める基準に従い決定するもの」に改める。

これは平成２４年に勧告された５５歳を超える職員の昇級について、その者の勤務成績が極

めて良好である場合、または特に良好である場合に行うことを規定するものでございます。

第１２条第１項、第２５条第１項及び第３項から第５項まで、第２６条並びに第２７条中

「第４５条」を「第４４条」に改める。

これは第４１条から第４４条まで規定されている休職者の給与の条文整備により、勤務１時

間当たりの給与額の算出を規定している第４５条が第４４条に繰り上がったため、この勤務１

時間当たりの給与額の算出を引用規定している第１２条第１項の給与の減額、第２５条関係の

時間外勤務手当、第２６条の休日勤務手当、第２７条の夜間勤務手当について改正するもので

ございます。

第３０条第１項の表中「本俸」を「給料」に改める。

第４１条の見出しを「（心身の故障による休職）」に改め、同条に次の４項を加える。

第２項、職員が、結核性疾患にかかり法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職

にされたときは、その休職の期間が満２年に達するまで、これに給料、扶養手当、住居手当、

期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ１００分の８０を支給する。
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第３項、職員が、前２項以外の心身の故障により法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該

当して休職にされたときは、その休職の期間が満１年に達するまで、これに給料、扶養手当、

住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ１００分の８０を支給する。

第４項、前２項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、第３３条第１項に規定する

基準日前１カ月以内に退職し、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し、又は死亡したときは、第３３条第１項の規定により市長が定める日に、当該各

項の例による額の期末手当を支給することができる。

第５項、前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第３３条の２及び第

３３条の３の規定を準用する。この場合において、第３３条の２中「前条第１項」とあるのは

「第４１条第４項」と読み替えるものとする。

第４２条を削り、第４３条を第４２条とする。

第４４条中「前３条」を「前２条」に改め、同条を第４３条とする。

第８章中第４５条を第４４条とし、第４５条の２を第４４条の２とし、第４６条を第４５条

とし、第４７条を第４６条とする。

附則に次の４項を加える。

第２４項、当分の間、職員（次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員（再任用

職員を除く。）のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者で

あってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項に

おいて「特定職員」という。）に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が

５５歳に達した日後における最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後、次の各

号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

第１号、給料月額、当該特定職員の給料月額（当該特定職員が第１２条第２項の規定の適用

を受ける者である場合にあっては、同項本文により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。）

に１００分の１.５を乗じて得た額（当該特定職員の給料月額に１００分の９８.５を乗じて得

た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額（当該特定職員が同項

の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減

じた額。以下この号において同じ。）に達しない場合（以下この項、附則第２６項及び第２７

項において「最低号俸に達しない場合」という。）にあっては、当該特定職員の給料月額から

当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額（以下この項及び附

則第２６項において「給料月額減額基礎額」という。））。

第２号、期末手当、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額（第

３３条第４項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する１０

０分の２０を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額）に当該特定職

員に支給される期末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額

に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に１００

分の１.５を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在に

おいて当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額（同条第４項の規定の適用を受ける職員

にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する１００分の２０を超えない範囲内で規則で定

める割合を乗じて得た額を加算した額）に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第

２項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手

当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額）。
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第３号勤勉手当、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額（第

３４条の２第３項において準用する第３３条第４項の規定の適用を受ける職員にあっては、当

該額に、当該額に同項に規定する１００分の２０を超えな範囲内で規則で定める割合を乗じて

得た額を加算した額、附則第２７項において「勤勉手当減額対象額」という。）に、当該特定

職員に支給される勤勉手当に係る第３４条の２第２項前段に規定する割合を乗じて得た額に１

００分の１.５を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現

在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額（同条第３項において準用する第３

３条第４項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する１００

分の２０を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第２７項に

おいて「勤勉手当減額対象額」という。）に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第３

４条の２第２項前段に規定する割合を乗じて得た額）。

第４号、第４１条第１項から第５項までの規定により支給される給与、当該特定職員に適用

される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額。

ア、第４１条第１項、前各号に定める額。

イ、第４１条第２項又は第３項、第１号及び第２号に定める額に１００分の８０を乗じて得

た額。

ウ、第４１条第４項、第２号に定める額に１００分の８０を乗じて得た額。

エ、第４２条、第１号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係

る割合を乗じて得た額。

給料表。行政職給料表、職務の級、６級。

給料表。医療職給料表（二）職務の級、６級。

給料表。医療職給料表（三）職務の級、６級。

第２５項、前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員と

なった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

第２６項、附則第２４項の規定により、給与が減ぜられて支給される職員についての第１２

条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、第４４条の規定にかかわらず、同条の規定により

算出した給与額から、給料月額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じ

たものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に１００分の１.５を乗じて得た額

（最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に１２を乗じ、その額を１週間当

たりの勤務時間に５２を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額）に相

当する額を減じた額とする。

第２７項、附則第２４項の規定が適用される間、第３４条の２第２項第１号に定める額は、

同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第２４

項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に１００分の１.０１

２５を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に１００分の

６７.５を乗じて得た額）の総額に相当する額を減じた額とする。

これは平成２２年に勧告された５５歳を超える行政職６級相当職員について、当分の間５５

歳に達した日後の最初の４月１日から給料月額、期末勤勉手当を１.５％減額するとともに、

減額対象者である特定職員が休職した場合などの規定とあわせて、関係条文を整備するもので

ございます。

（歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正）。
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第２条、歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例（平成１９年条例第１５号）の一部を

次のように改正する。

附則第１０項を次のように改める。

第１０項、前３項の規定による給料は、平成２６年４月１日以後支給しない。

これは平成２３年に勧告された地域給与制度の導入により、給与構造改革後の給料の額が昇

任や昇級により既に支給されていた給料の額を上回るまで、既に支給されていた給料の額を保

障するという措置を廃止しようとするものでございます。

（歌志内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）。

第３条、歌志内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１３年条例第５号）の一部を

次のように改正する。

第１５条第３項中「第４５条」を「第４４条」に改める。

（歌志内市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）。

第４条、歌志内市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１９条中「第４５条」を「第４４条」に改める。

これは先ほど御説明いたしましたが、第４１条から第４４条まで規定されている休職者の給

与の条文整備により、勤務１時間当たりの給与額の算出を規定している第４５条が第４４条に

繰り上がったため、歌志内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例と、歌志内市職員の育児休

業等に関する条例の引用規定箇所を改正するものでございます。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、先ほど設置されました条例予算

等審査特別委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第４号については、条例予算等審査特別委員会に付託することに決定いた

しました。

午後１時まで休憩いたします。

午前１１時５２分 休憩

────────────────

午後 ０時５７分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて会議を再開します。

議 案 第 ５ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１０ 議案第５号歌志内市水道料金助成条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５号歌志内市水道料金助成条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げ

ます。

提案理由は、中空知広域水道企業団の水道料金が、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正に伴い、現行の消費税率が引き上げられ、

平成２６年４月１日から適用されることになったため、関係条文を整備しようとするものであ

ります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市水道料金助成条例の一部を改正する条例。

歌志内市水道料金助成条例（平成１９年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料の１７ページをご

らん願います。

別表中、「基本料金（１月につき）１,０８０円」「超過料金（１トンにつき）２３０円」

を、「基本料金（１月につき）１,１１０円」「超過料金（１トンにつき）２３６円」に改め

る。

これは中空知広域水道企業団の水道料金が消費税率の改正に伴い、平成２６年４月１日から

引き上げられることを受け、本条例で定める助成金の額を改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

（施行期日等）。

第１項、この条例は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年４月分の水道料金から適

用する。

（経過措置）。

第２項、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、平成２６年４月１日前から継続

して供給している水道の使用に係る水道料金（以下「料金」という。）で、同日から同月３０

日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ４点ほど聞きたいと思います。

増税で値上がりするということなのでしょうけれども、福祉料金の値上がりということで恐

らくそういうふうなことだ思うのですけれども、福祉料金の該当者の負担がふえるということ

とで、単純に考えていいのかお聞きしたいと思います。また、この福祉料金の該当者の数がど

れぐらいいるのか、お聞きしたいと思います。

二つ目、現状のままの１,０８０円と２３０円で、これ値上げした分３０円と６円ずつ値上

げになるのですけれども、現状のままと値上げした分のトータルの差額の金額はどれぐらいに

なるのか教えていただきたいと思います。

三つ目ですけれども、この恐らく負担がふえるのではないかなと思われるのですけれども、

これによって滞納がふえる可能性というのはどういうふうなことを考えられているか、お聞き

したいと思います。
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四つ目なのですけれども、最終的に消費税が１０％になると言われておりますけれども、そ

のときもこういった形で値上げになるのかお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 理事者、答弁。

柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） ただいまの質問に御答弁申し上げます。

①番でございますけれども、増税になるということで、負担がかかるということでございま

す。水道企業団３市１町で行っておりますが、公営企業会計でございまして、民間事業者と同

一に消費税を申告、納付しなければならないということでございまして、応分の負担をしなけ

ればならないというのが使用者からいただくということでございます。

これにつきましては、水道企業団が経営する中で機材の購入、水道管の更新事業、こういっ

た工事につきましては、消費税を８％で事業を展開していきますので、これはやむを得ないか

なということで考えております。

②番でございますが、何人該当者がいるかということでございますが、２月末現在３５４名

の市民のこの該当者がいるということでございます。

差額でございますが、実は１,０８０円ということで、今まで１,０８０円で超過料金２３０

円ということでございます。実はこの福祉料金、助成条例にうたわれているこの金額と一般家

庭の金額の差でございますが、負担がそれぞれ上下水道ございますが、水道のほうが百四、五

十万円ぐらいの金額が市のほうで水道企業団に負担するということでございます。

次の質問でございますが、負担がふえるということで滞納はどうなのかということでござい

ますが、この表の説明の中で、１,０８０円が１,１１０円になるということで、３０円アップ

でございます。３０円アップでございますけれども、実質的な値上がりでございますので、額

がそれほど大きな増額になっていないというふうに判断しておりまして、その中で滞納が新た

に大きく発生するということは考えておりません。

それと最後の質問でございますが、１０％になった場合はどうかということでございます

が、１０％になった場合も先ほど冒頭御説明いたしたように、公営企業の適用の構成３市１町

でございますので、これも申告納付する義務がございますので、利用者からもいただくという

ことになります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 福祉料金ということで、この福祉料金を使っている方というのは低所得

者とか生保を受けている方、母子家庭だとか、いろいろあると思うのですけれども、やっぱり

生活の大変な方々が受ける制度だと思うのですよね。その中で３０円、超過料金で６円ぐらい

ですけれども、それがかさんでいくとやっぱりそういう人たちには生活的には負担になってい

くのではないかと思われます。

料金が値上がりしてくると、お風呂に入る回数を減らしたりだとかという衛生的なものも出

てくると思うのですけれども、その辺、市の努力でこの百四、五十万円ぐらい、さっき答弁も

らいましたけれども、そういったところを市のほうで何とか頑張って補填できないのかという

ことを思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 主たる目的が一般家庭と低廉な金額を設けて福祉料金としている

ところでございまして、主たる目的が個々にございまして、さらに消費税の分となりますと、

重複するサービスといいますか、そういうことにもなりますので、一義的な部分でいわゆる助
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成金という部分で、低廉な価格これをもって福祉料金とさせていただいておりますので、消費

税分を一般会計から賄うということは考えておりません。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 議案第５号に対して、討論したいと思います。

住民生活の上で、食料、燃料、水道光熱費が欠かすことができないものであります。

しかし、物価高騰により、食料、燃料の物価高騰とともに４月から導入される消費税増税

は、水道光熱費にも影響し、多くの住民が負担を強いられることになります。

消費税は社会保障と税の一体改革によって合意されましたが、消費税の使い道として、社会

保障にほとんど回らないことが、これまでの日本共産党の国会論戦の中で明らかになっており

ます。

雇用賃金や年金、社会保障が次々に減らされている中で、最も最優先に取り組むべきが消費

税に頼らないで税金を納める力のある企業、個人からきちんとした税率で納税してもらい、無

駄な大型公共事業や軍事費など、税金の使い道を社会保障に回し、今以上の社会保障の充実を

行い、また、労働賃金の値上げを行うべきであり、今でも生活が困難な住民に今以上の生活負

担は避けるべきと考えますので、本議案に反対いたします。

○議長（山崎数彦君） 反対する議員の発言がありますので、賛成する議員の発言を求めま

す。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） ただいまの議案第５号歌志内市水道料金助成条例の一部改正につい

て、賛成の立場で討論をいたします。

この水道使用料は消費税８％が適用され、一般料金より減額される福祉料金に対するもので

あり、公平的な観点からも、消費税により設定された税率の変更に対応するべきものであると

考えております。

よって、この時期の制定はしかるべきものと考えますので、賛成をいたします。

○議長（山崎数彦君） 賛否両論が出ましたので、これで討論を終わります。

これより、議案第５号について、起立により採決をいたします。

ただいまの議案に賛成する議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（山崎数彦君） 起立多数であります。

したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１１ 議案第６号歌志内市介護サービス条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－
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議案第６号歌志内市介護サービス条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げ

ます。

提案理由は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の改正に伴い、関係条文を整備しよう

とするものであります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市介護サービス条例の一部を改正する条例。

歌志内市介護サービス条例（平成１２年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の１８ページ

をごらん願います。

第２条第７号中「第８条第２１項」を「第８条第２３項」に改める。

これは介護保険法の改正に伴い、居宅介護支援の引用条項が繰り下がったことにより、条文

の改正を行なうものであります。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、公布の日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第６号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ７ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１２ 議案第７号歌志内市道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第７号歌志内市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上

げます。

提案理由は、道路法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第３０号）及び道路法施行令

の一部を改正する政令（平成２５年政令第３１３号）の公布に伴い、関係条文を整備しようと

するものであります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。
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歌志内市道路占用料徴収条例（昭和３１年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の１９ページ

から２１ページをごらん願います。

第５条第１号中「法第３５条に規定する事業及び」を削る。

これは、道路法等の一部改正に伴い国の行う事業は全ての占用料が免除されることになった

ため、道路法第３５条に規定する事業を第５条の減免規定から削るものでございます。

別表を次のように改める。別表につきましては、道路法施行令の一部改正に伴い、９地区分

の見直しが行われ、従来、甲地、乙地、平地の３区分で、本市は平地の道路占用料を徴収して

いましたが、固定資産税評価額の地価の平均をもとに、第１級地から第５級地の５区分に９地

区分が見直されたため、本市の所在地区分である第５級地の道路占用料を用いた料金表に改正

を行うものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 今までの土地の価格が下がったのでということらしいのですけれど

も、年間この占用料の徴収の金額というのは幾らぐらいあって、今度は幾らぐらいになりそう

なのですか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 道路占用料につきましては、収入で市のほうに占用料として納め

られる占用料でございますが、今まで３９万円でございましたが、今度、この改正に伴いまし

て２４万円程度になろうかと試算しております。

○議長（山崎数彦君） ほかに、ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 今までの金額からすると、かなり改正の金額が半額近くになっているの

ですけれども、この占用料の算定の価格というのは本当にこれは適正な金額なのかどうなの

か、教えていただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 道路占用料につきましては、平成２４年に改正をしました。その

後、今回ということでございますが、そのときの金額との差額というのが、先ほど申し上げた

差額でございます。

この価格設定につきましては、国によります評価額をもとに算式の式がございます。今、手

元にありますが、占用料の額の求め方でございますが、道路価格掛ける使用料率ということ

と、占用面積ということで、これ占用面積で決まるのですが、その前にその占用の土地の価格

ということでございますが、占用料といいますか、その部分でございますが、固定資産の評価

額の宅地の価格掛ける市街地の用途別構成割合とか、そういったもろもろの平坦部の構成と

か、山地部の構成とか行いながら、この金額が算定されるわけでございますが、先ほど副市長

が説明の中で申し上げましたように、第５級地というのが当市でございまして、札幌が第２級

ということでございますが、第１級となりますと、埼玉とかそういうところでございますが、

そういう都市の土地の価格動向を調べながら、それぞれ市町の価格が設定されるということで
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ございまして、明確に歌志内は第５ということでうたわれておりますので、国のそういった基

準に則った算式でやっております。

○議長（山崎数彦君） ほかに、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ８ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１３ 議案第８号歌志内市社会教育委員設置条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第８号歌志内市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し

上げます。

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（平成２５年法律第４４号）により、社会教育法（昭和２４年法律第２０７

号）の一部が改正されたことに伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めようとするものでござ

います。

次ページの本文に参ります。

歌志内市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例。

歌志内市社会教育委員設置条例（昭和３５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２２ページ

をごらん願います。

第５条を第６条とし、第２条から第４条までを１条ずつ繰り下げ、第１条の次に次の１条を

加える。

（委嘱の基準）。

第２条、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

これは、これまで社会教育法第１５条第２項に定められていた社会教育委員の委嘱の基準が

削除されたため、従来までと同様に、要件基準を位置づけるため社会教育委員設置条例の第２

条として、新たに委嘱の基準の条文を加え、後続する条文を繰り下げるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。
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この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第８号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ９ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１４ 議案第９号歌志内市青少年問題協議会条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第９号歌志内市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し

上げます。

提案理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（平成２５年法律第４４号）により、地方青少年問題協議会法（昭和２８年法

律第８３号）の一部が改正されたことに伴い、協議会の会長の要件基準を定めようとするもの

でございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例。

歌志内市青少年問題協議会条例（昭和３７年条例第１４条）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２３ページ

をごらん願います。

第３条第１項中「会長は」の次に「、市長をもって充て」を加える。

これは、これまで地方青少年問題協議会法第３条第２項に定められていた市長に対する会長

の要件基準が削除されたため、従来までと同様に要件基準を位置づけるため条文を改正するも

のでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 １ ０ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１５ 議案第１０号歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の変

更についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第１０号歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の変更について御提案申し上げます。

これは、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条第７項の規定によ

り、歌志内市過疎地域自立促進市町村計画を別記のとおり変更することについて、議会の議決

を求めるものでございます。

提案理由は、歌志内市過疎地域自立促進市町村計画のうち、生活環境の整備に係る事業内容

に変更が生じたため、本計画の一部を変更しようとするものでございます。

次ページの本文に参りますが、定例会資料の２４ページもあわせてごらん願います。

歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の変更。

歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の一部を、次のように変更する。

４、生活環境の整備、（3）計画の表の事業名（施設名）の欄中、（6）過疎地域自立促進特

別事業の事業内容の欄の「下水道診断カメラ調査、歌志内市」の次に、次の１欄を加える。

「公共施設等解体撤去事業、歌志内市」これは計画書の２１ページの表を変更するものでござ

います。

次に、１１、過疎地域自立促進特別事業計画一覧の表の自立促進施策区分の欄中、３、生活

環境の整備の事業概要の欄の「下水道診断カメラ調査（略）歌志内市」の次に、次の１欄を加

える。「公共施設等解体撤去事業、老朽化などにより有効活用が困難となっている施設を解体

撤去することで、景観の保全と地域の安全安心な生活環境の向上を図ることができる。歌志内

市」。

これは、計画書の４０ページの表を変更するものでございます。

以上、追加する事業につきましては、平成２６年度に実施を予定している事業について、こ

の計画変更により財政的に有利な過疎債を充当することが可能となり、担当所管において起債

申請など手続が進められることとなります。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。
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○２番（川野敏夫君） 今の説明の中でちょっと確認したいのですけれども、公共施設等解体

撤去事業を平成２６年度に計画が予定されているというふうに聞いてよろしいのですか。

○議長（山崎数彦君） 理事者、答弁。

渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） そのとおりでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかに、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 １ １ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１６ 議案第１１号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第１１号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について御提案申し上げます。

提案理由は、北海道市町村職員退職手当組合の組織団体である上川中部消防組合及び伊達・

壮瞥学校給食組合が平成２６年３月３１日付で解散脱退することから、規約の一部を変更する

しようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）の

一部を次のように変更する。

変更内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２５ページ

をごらん願います。

別表。（上川）の項中、「上川中部消防組合」を削り、同表（胆振）の項中「伊達・壮瞥学

校給食組合」を削る。

これは、本年３月３１日付で上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合が解散、脱退す

ることに伴い、規約のうち組合の組織団体名に係る関係箇所について整備するものでございま

す。

附則。

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大

臣の許可の日から施行する。
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以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１１号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 １ ２ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１７ 議案第１２号中空知広域市町村圏組合規約の変更につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第１２号中空知広域市町村圏組合規約の変更について御提案申し上げます。

提案理由は、中空知広域市町村圏組合の事務所移転に伴い、規約の一部を変更しようとする

ものでございます。

次ページの本文に参ります。

中空知広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約。

中空知広域市町村圏組合規約（昭和４５年地方第２１５３号指令）の一部を次のように変更

する。

変更内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２６ページ

をごらん願います。

第４条中「滝川市明神町１丁目５番２９号、広域生活総合センター内」を「滝川市大町１丁

目２番１５号滝川市役所内」に改める。

これは、同組合事務所が置かれている広域生活総合センター（滝川市総合福祉センター）の

施設の老朽化が著しく、大規模改修や耐震化工事が必要な状況で維持するためには多額な費用

がかかるため、滝川市が同施設を本年３月末で閉館するとの決定により、同組合事務所を滝川

市役所内に移転することから、関係条文を整備するものでございます。

附則。

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 １ ３ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１８ 議案第１３号歌志内市道路線の認定についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第１３号歌志内市道路線の認定について御提案申し上げます。

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、歌志内市道路線を別記の

とおり認定することについて御提案申し上げます。

提案理由は、中央社宅２号線道路改良舗装工事に伴い、隣接する道路を改良し、本町団地改

良住宅周辺の道路網が整備されたことにより、幹線道路として新たに市道認定し、また、神威

振興線についてもＮＴＴ東日本の歌志内電話交換所があることから、道路の利便性を高め、公

共の福祉を増進することを目的に、橋梁長寿命化計画に伴う振興橋の橋梁診断を行い、幹線道

路として市道認定しようとするものでございます。

次ページをお開き願います。

認定する路線につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２７

ページと２８ページをごらん願います。

別記。

路線番号２２２。路線名、中央社宅３号線。起点地番、字上歌３０番地４から終点地番、字

上歌３１番地１まで、延長１３４.５０メートル、幅員４.０から７.９メートル。道道赤平奈

井江線と市道中央社宅２号線までの間を認定区間とするものでございます。

次に、路線番号３２３。路線名、神威振興線。起点地番、字神威１００４番地から終点地

番、字神威２６４番地４まで、延長７５.９８メートル。幅員３.５から４.０メートル。道道

赤平奈井江線からＮＴＴ東日本の歌志内電話交換所前までを認定区間とするものでございま

す。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 市道に認定するということですけれども、これ市民にとって利便性

云々という話もありましたけれども、具体的な利点というのはどういうことが挙げられるので

しょうね。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） まず、利点でございますが、道路管理者が明確になるということ
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でございます。あと交通網の整備によりまして、地図情報等に網羅されるという部分がござい

ます。あと計画的な整備ができまして、これについては、市道認定がなされますと国庫補助事

業での事業が展開しやすいということで、直接そういう事業ができるということは市民の負担

も軽減できるということでございます。

また、市道認定につきましては、交付税算入のメリットがあるということもつけ加えさせて

いただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 除雪の頻度とか、それから程度とかの利便的は市道と一般道と若干違

う点もあるのですか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 一概に言えないのですが、基本的には同じような扱いで除雪は

行っているところでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかに、ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１３号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

午後 １時４１分 休憩

────────────────

○議長（山崎数彦君） ここで皆様にお願いいたします。

本日、３月１１日は、東北地方を中心として、我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大

震災の発生から３年目の日となります。

震災により犠牲となられた全ての方々に対し、哀悼の意を表するため、黙禱を捧げたいと思

います。

御起立願います。

黙禱。

黙禱を終わります。ありがとうございました。御着席ください。

────────────────

午後 １時４３分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて会議を再開いたします。

散 会 宣 告

○議長（山崎数彦君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。
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本日は、これにて散会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 １時４５分 散会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 山 崎 数 彦

署名議員 湯 浅 礼 子

署名議員 本 田 加 津 子


